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令和８年田子町農業委員会第６回総会 議事録

１．開会 令和８年６月１０日（水） 午後６時３０分

２．閉会 令和８年６月１０日（水） 午後６時４７分

３．場所 田子町役場 第１会議室

４．提出案件

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 報告第３号

農地等の現況に係る裁判所からの照会に対する回答について

日程第４ 議案第１３号

非農地証明交付申請の承認について

日程第５ 議案第１４号

農用地利用集積等促進計画案に関する意見について（一括契約）

日程第６ その他

５．出席委員 （９名）

１番 山崎順子 ２番 山市礼子 ３番 上平満広 ４番 畠山嘉昭 ５番 佐藤豊美

７番 西野榮一 ８番 澤頭勉 ９番 細谷一夫 10番 大坊和民

欠席委員 （１名）

６番 木崎正夫

６．会議録署名委員

３番 上平満広 ４番 畠山嘉昭

７．職務のため出席した者

事務局長 白板大幸 主査 袖村征志 主査 工藤由美
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事務局長 会議に先立ちまして、本日の委員欠席状況についてご報告します。欠席の届け出

は６番木崎委員の１名となっております。

農業委員会等に関する法律第２１条第３項の規定により、過半数以上出席してお

りますので会議は成立します。

それでは、農業委員会憲章の唱和をいたします。

唱和のリードは、８番澤頭委員にお願いします。

（全員起立唱和）

事務局長 続きまして、会長よりあいさつをお願いします。

会長 （あいさつ）

事務局長 ありがとうございました。それでは、以降の進行については、会長からお願いい

たします。

会長 ただ今から、令和８年田子町農業委員会第６回総会を開会いたします。

議長 日程第１「会議録署名委員の指名について」を議題といたします。

（日程１） お諮りいたします。会議録署名委員は、議長より指名致したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

（異議なしの声、多数あり）

議長 全員、異議ないようですので、異議ないものと認め、議長より指名いたします。

３番上平委員、４番畠山委員にお願いいたします。

議長 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。

（日程２） お諮りいたします。本総会を本日１日限りと決定したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。

（異議なしの声、多数あり）

議長 全員、異議ないようですので、異議ないものと認め、本日１日といたします。

議長 日程第３、報告第３号「農地等の現況に係る裁判所からの照会に対する回答に

（日程３） ついて」であります。

事務局長から説明願います。

事務局長 それでは、資料の 1ページをご覧ください。
報告第３号「農地等の現況に係る裁判所からの照会に対する回答について」であり

ます。
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事務局長 資料の３ページをご覧ください。

令和８年５月２９日に、「農地等の現況について」という裁判所からの照会書を

受理しました。資料３ページから６ページまでが裁判所からの通知の写しでありま

す。

今回照会のありました土地については、資料５・６ページに記載のとおりで、資

料７・８ページの航空写真をご確認ください。

なお、裁判所への回答は、事務処理規定において照会書を受理してから２週間以

内に行うこととなっています。

回答内容につきましては、資料２ページのとおりとなります。回答に際しまして

は、農地台帳や航空写真を確認したほか、土地改良区への照会を行ったうえで内容

をまとめ、令和８年６月９日付で裁判所へ回答しております。

以上で説明を終わります。

議長 説明が終わりました。

質問・意見等ございませんか。

土川 この照会書の詳しい内容を教えてください。

推進委員

議長 暫時の間、休憩といたします。

～休憩～

議長 会議を再開いたします。

議長 質問・意見等ございませんか。

（なしの声、多数あり）

全員、質問等がないようですので、次に移ります。

議長 日程第４、議案第１３号「非農地証明交付申請の承認について」であります。

（日程４） 事務局長から説明願います。

事務局長 それでは、資料９ページをご覧ください。

議案第１３号「非農地証明交付申請の承認について」であります。

番号１番、土地の所在は、

大字田子字矢田郎 １筆、

現況地目は宅地であり面積は１０㎡です。

申請人は資料のとおりです。

現地については、１０・１１ページの航空写真及び１２ページの現況写真をご覧
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事務局長 ください。

本案件の補足といたしまして、３０年以上前から建物敷地の一部として、隣地の

宅地と一体として使用しており、面積も小さく、今後も農地として使用する見込み

はないことから非農地として判断できるものと考えております。

以上で説明を終わります。

議長 それでは、番号１番の現地調査の結果について、西野委員から報告願います。

西野委員 現地調査報告いたします。

６月４日に、会長、種子推進委員、事務局の５人で現地を見てきました。

場所は、資料１０・１１ページをご覧ください。

申請人の話では、３０年以上前から建物敷地として隣地の宅地と一体で使用して

いることから非農地としても問題はないと見てきました。

以上で報告を終わります。

議長 報告が終わりましたので、番号１番の内容について、審議願います。

質問・意見等ございませんか。

議長 それでは、お諮りいたします。

ご異議ございませんか。

（異議なしの声、多数あり）

全員、異議ないようですので、番号１番の申請については、原案のとおり決定し

ます。

議長 日程第５、議案第１４号「農用地利用集積等促進計画案に関する意見について（一

（日程５） 括契約）」を議題といたします。

事務局長から説明願います。

事務局長 それでは、資料１３ページをご覧ください。

議案第１４号「農用地利用集積等促進計画案に関する意見について（一括契約）」

ですが、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地

利用集積等促進計画案について意見を求めるものであります。

番号１番、土地の所在は、

大字田子字悪土 １筆

現況地目は田であり、面積は 4,911㎡です。
申請人は資料のとおりです。

現地については、１４・１５ページの航空写真をご覧ください。

申請内容は、１年間の賃貸借で、賃料は 10ａあたり 7,000円です。
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事務局長 番号２番、土地の所在は、

大字田子字向山下モ川原 １筆

現況地目は田であり、面積は 5,183㎡です。
申請人は資料のとおりです。

現地については、１６・１７ページの航空写真をご覧ください。

申請内容は、１０年間の使用貸借です。

以上で説明を終わります。

議長 説明が終わりましたので、審議に入ります。

質問・意見等ございませんか。

議長 それでは、お諮りいたします。

ご異議ございませんか。

（異議なしの声、多数あり）

全員、異議ないようですので、原案のとおりとし、その旨回答いたします。

議長 日程第６、「その他」に入ります。

（日程６） 事務局長から説明願います。

事務局長 それでは、諸般の報告をご覧ください。

まずは、諸般の報告について、５月総会以降の活動などの報告をいたします。

５月２５日（月） 申請書締め切り・告示

６月 ４日（木） 総会案件に係る現地調査を開催しました。

６月 ８日（月） 総会案件に係る企画会議を開催しました。

次に、６月総会以降の予定について、お知らせいたします。

６月２５日（木） 申請書締め切り・告示

７月 ６日（月） 現地調査を予定しています。

７月 ８日（水） 企画会議を予定しています。

７月１０日（金） 第７回総会を予定しています。

18:30～ 役場第一会議室

後日、文書によりご連絡いたします。

以上で説明を終わります。

議長 それでは、これに関しまして、ご質問はありますか。

（質問なしの声、多数あり）

ないようですので、以上をもちまして、令和８年田子町農業委員会第６回総会を

閉会いたします。



- 6 -

議事録署名者

議事録署名者


